
○茨城県生涯学習審議会条例 

平成４年３月27日 

茨城県条例第54号 

茨城県生涯学習審議会条例を公布する。 

茨城県生涯学習審議会条例 

 

(審議会の設置) 

第１条 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成２年法律第

71号)第10条第1項の規定に基づき、茨城県生涯学習審議会(以下「審議会」という。)を

置く。 

(平15条例50・一部改正) 

 

(組織) 

第２条 審議会は、委員20人以内で組織する。 

２ 委員は、学識経験者その他適当と認められる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又

は任命する。 

 

(委員の任期) 

第３条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者

の残任期間とする。 

 

(会長及び副会長) 

第４条 審議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。 

３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行す

る。 

 

(会議) 

第５条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。 

２ 会長は、会議の議長となる。 

３ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

４ 会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは会長の決するとこ

ろによる。 

 

 



(専門委員会) 

第６条 審議会に、専門の事項を調査審議するため、教育委員会規則の定めるところによ

り専門委員会を置くことができる。 

２ 専門委員会は、審議会の指示を受けて調査審議し、その結果を審議会に報告する。 

 

(委員の報酬及び費用弁償) 

第７条 委員の報酬及び費用弁償については、別に定めるところによる。 

 

(委任) 

第８条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定め

る。 

 

付 則 

この条例は、平成４年４月１日から施行する。 

 

付 則(平成15年条例第50号) 

この条例は、公布の日から施行する。 


